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福岡市等の地域内又は地域間の移動について（通知）

　標記のことについて、九州大学旅費取扱細則第５条により、同条に定める地域（福岡市、春日市、

大野城市、糟屋郡及びその他旅費の支給が必要がないと認める地域）内又は地域間の移動については
旅行命令を発しないこととなっておりますが、平成３１年４月１日から同条に定める地域に糸島市が追加されました。

　ついては、職員が通常の勤務場所を離れて当該地域内又は地域間を移動し勤務する場合（本学の施設間を移動する場合を除く。）は、下記により取り扱うよう周知願います。
記

１．事務手続きについて
　　「福岡市等における勤務届（別紙様式）」を職員から提出させ、その内容を確認し、職務として勤務するものか判断の上、職員係に提出する。
　　なお、この様式によらず、内容が判る書類をもって判断することとして差し支えない。

２．出勤簿の処理について

　　職務として勤務すると認められた日は、押印する。

３．労災補償について

　　当該日に、事故が発生し職員が被災した場合には、当該勤務が職務遂行上のものであれば、
　　労働者災害補償保険法が適用されることになる。
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